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デンマーク日本人会デンマーク日本人会デンマーク日本人会デンマーク日本人会 2010 年度総会年度総会年度総会年度総会報告報告報告報告 日時：2011 年 5 月 29 日（日）午前 11 時開始 場所：Tokai University European Center: Vedbæk Strandvej 476, 2950 Vedbæk 

 ＊＊＊＊2010 年度法人会員代表者（アルファベット順・敬称略）年度法人会員代表者（アルファベット順・敬称略）年度法人会員代表者（アルファベット順・敬称略）年度法人会員代表者（アルファベット順・敬称略） 

DNP Denmark A/S   平尾 昌弘 

JETRO    岩元 達弘 

Nippon sports    Frank Fürst 東海大学ヨーロッパ学術センター  谷口 聡人 

Tumlare A/S    山北 栄二郎 在デンマーク日本大使館   藤田 順三 この 1 年も上記法人会員の皆様に暖かいご支援を頂きました事を深く感謝いたします。 

 

1. 開会及び議長の選出開会及び議長の選出開会及び議長の選出開会及び議長の選出 

DNPデンマークの平尾氏が選出された。 

 

2. 2010 年度の活動報告年度の活動報告年度の活動報告年度の活動報告 理事会より以下の活動について報告があった。会長の「1 年を振りかえって」については別途送付される文書をご参照ください。 

 

1 年を振りかえって： 和子・マイヤー 高橋東世美 

マザー グループ： 

聖子・フォースベヤ 会報誌 Jdnet に関して： 土屋理恵 青年団： ディトレウ・オテ・トレエル シニアの会： 和子・マイヤー 桜祭り： 和子・マイヤー ユラン・フュン島の集い： 君子・ラワセン   

 

 会員の推移について 

2010 年度会員数 （2011 年 3 月 31 日）  278 世帯   (247 世帯  2009 年度) 退会者     3 世帯（転勤の為） 入会者     34 世帯 法人会員     6 団体 

 

3．．．．2010 年度会計報告の承認年度会計報告の承認年度会計報告の承認年度会計報告の承認 監査：Bernhard Posner 

2010 年度会計が、総会で承認。添付資料をご参照ください。会計報告には計上されていないが、桜祭りでの日本人会のバザ-及び餅つきの収益 Kr. 12.168,00 が、義援金として大使館に渡された。 

 

4．．．．2011 年度会費設定年度会費設定年度会費設定年度会費設定 以下、2011 年度の会費をそのまま据え置きする提案が承認された。 法人会費   DKK 3000,- 一般・シニア（一世帯につき）    DKK 200,-  学生証所持者  DKK 150,- 

5．．．．2011 年度会長および理事役員選出年度会長および理事役員選出年度会長および理事役員選出年度会長および理事役員選出 名誉会長    佐野利夫日本大使 

 理事会役員（任期続行）が以下の通り承認された  会長  和子・マイヤー  理事   大日 あけみ、君子 ラワセン、高橋 東世美、土屋 理恵  補佐  クリストファー・ミュレ・マッセン  会計監査  ベヤハルト・ポスナー  顧問  緑・フィッシャー 
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理事役員候補が以下の通り承認された  理事   ディットレウ・オテ・トレエル、岡山 新史、掛谷 めぐみ、  補佐  大野 睦子、 村上 朋美  ユラン・フュン島顧問  高井 久光  参与   高橋 武領事     地方代表者」を削除して、全員を理事及び補佐とした（第 7項参照）。 

 

6．．．．2011 年度の活動計画年度の活動計画年度の活動計画年度の活動計画  以下の活動計画が報告された。 

 

6 月 11 日 ユラン・フュン島の集い 12 月 3 日 シニアの会・クリスマス会 

6 月 19 日 シニアの会・カメラを持ってお散歩 12 月 4 日 ユラン・フュン島の集い・クリスマス 

8 月 7 日 シニアの会 1 月 15 日 餅つき会 

8 月 20 日 東京台東区夏の祭り（協賛） 1 月 29 日 ユラン・フュン島の集い。新年会 

8 月 28 日 ユラン・フュン島の集い・遠足 2 月 5 日 シニアの会 

9 月 10 日 きのこ狩 4 月 1 日 シニアの会 

11 月 27 日 クリスマス会 4 月 22 日 総会   

7．会則の一部改定．会則の一部改定．会則の一部改定．会則の一部改定 以下の改定が理事会より提案され、以下の通り決定した。 

§ 3-1 「又は勤務」を削除が提案されたが、総会において、日本人会は広く会員を集めるという趣旨があることから、削除しないことに決定した。 

§4-3  シニアと一般会費の差が無くなったことを受けて「60歳以上及び」を削除することが提案され、総会において、削除と承認された。 

§6-1  フュン・ユランドの集いが安定して定期的に行われている、インターネットの普及で地域の距離感が縮まっていることなどを考慮し「地域代表 3 名」を削除し「会長及び理事 7 名すなわち 8 名をもって・・・」に改め、また「理事会は随時必要に応じて補佐を指名できる。」に改定することを提案し、総会にて承認された。この際、理事会が偶数（8 名）になるため、理事会の多数決に関して別途会則の改定を考慮すべきではないかと指摘された（第 8項参照）。 

§6-6  ｢地域代表はジーランド島、フュン島およびユトランド半島を各々代表する｣は、§6-1 の改定を受けて、全面削除とすることが承認された。           

8．．．．その他その他その他その他・会員より提案・会員より提案・会員より提案・会員より提案 会員より以下の提案があった。 名簿にメールアドレスを入れてはどうか？ 個人情報として悪用が懸念されること、メール保持会員全員にこの件を問いただし、答えを得る事は不可能なこと、名簿上にメルアドを入れるスペースを増やすと、コピー代が嵩むことなどの理由から、この提案は会場の多数決で却下された。 死亡通知を掲示板に入れてはどうか？ 遺族の意志を尊重しつつ、ケース・バイ・ケースで対応すべき問題として、理事会に一任する事で承認された。 会則の見直し 理事会は、会則の見直しに関するプロセスについて委員会を設立して検討することに決定した。会則の見直しに関しては、たとえば以下の事項が検討されるべきである。 理事会が偶数になるために、決議が多数決によって同数になった場合の対処法。総会は出席会員の過半数をもって決議されるが、総会の出席者のみの多数決でいいのか。日本人会運営プロセス（たとえば理事の選出・紹介方法など）の見直し。定款としてどれだけの規則を載せれば良いか？等。 

 以上 


